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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【公開番号】特開2012-11765(P2012-11765A)
【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2012-003
【出願番号】特願2010-204975(P2010-204975)
【国際特許分類】
   Ｂ４２Ｆ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４２Ｆ   1/02    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月31日(2013.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性を有する板部材を屈曲又は湾曲させて、シートの表面を保持する第１の挟持部（２
０）と、裏面を保持する第２の挟持部（３０，１３０）と、前記シートの端部を当接させ
る背面部（１０）と、を設けたクリップ（１）において、
　前記第１の挟持部（２０）を、内向きに凸部（２１）を有する湾曲面で構成することで
、シートが挿入される先端部から中央に向かう湾曲状のガイド面（２２）が形成されると
共に、前記シートが挿入された際の弾性変形によって該シートを前記凸部（２１）の後部
（２１ａ）において押圧保持するように構成したことを特徴とするクリップ。
【請求項２】
　前記第２の挟持部（３０）もまた、内向きに凸部（３１）を有する湾曲面で構成するこ
とで、シートが挿入される先端部から中央に向かう湾曲状のガイド面（３２）が形成され
ると共に、前記シートが挿入された際の弾性変形によって、該シートを前記凸部（３１）
の後部（３１ａ）において押圧保持するようにしたことを特徴とする請求項１に記載のク
リップ。
【請求項３】
　前記凸部（２１）の後部（２１ａ,３１ａ）から外側に向けて、前記シートが引き抜か
れるのをガイドする引き抜きガイド面（２３，３３）を設けたことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載のクリップ。
【請求項４】
　弾性部材からなる板部材の長手方向中央部（１０，１１０）の側方に、幅方向側縁から
長手方向端縁に向けた切込み（Ｋ，Ｋ）を設け、
　該切込み（Ｋ，Ｋ）から前記長手方向端縁に向けての領域を、シートを押圧保持するた
めの挟持部（２０）とし、該挟持部（２０）から前記中央部（１０，１１０）に連続する
連結部（２４）を外側が凸状になるように湾曲すると共に、
　前記挟持部（２０）を内側が凸状になるように湾曲させ、該湾曲によって形成された凸
部（２１）を対面する板面（３０，１３０）に圧接させたことを特徴とするクリップの製
造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係るクリップは、弾性を有する板部材を屈曲又は
湾曲させて、シートの表面を保持する第１の挟持部と、裏面を保持する第２の挟持部と、
前記シートの端部を当接させる背面部と、を設けたクリップにおいて、前記第１の挟持部
を、内向きに凸部を有する湾曲面で構成することで、シートが挿入される先端部から中央
に向かう湾曲状のガイド面が形成されると共に、前記シートが挿入された際の弾性変形に
よって該シートを前記凸部の後部において押圧保持するように構成したことを特徴とする
ものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この場合、前記第２の挟持部もまた、内向きに凸部を有する湾曲面で構成することで、
シートが挿入される先端部から中央に向かう湾曲状のガイド面が形成されると共に、前記
シートが挿入された際の弾性変形によって、該シートを前記凸部の後部において押圧保持
するようにしてもよい。
　また、前記凸部の後部から外側に向けて、前記シートが引き抜かれるのをガイドする引
き抜きガイド面を設けてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係るクリップの製造方法は、弾性部材からなる板部材の長手方向中央部の側方
に、幅方向側縁から長手方向端縁に向けた切込みを設け、該切込みから前記長手方向端縁
に向けての領域をシートを押圧保持するための挟持部とし、該挟持部から前記中央部に連
続する連結部を外側が凸状になるように湾曲すると共に、前記挟持部を内側が凸状になる
ように湾曲させ、該湾曲によって形成された凸部を、対面する板面に圧接させることを特
徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項２に係るクリップは、シートの裏面を保持する第２の挟持部もまた、内向きに凸
部を有する湾曲面で構成したので、シートの表裏面において一層強固に保持することがで
きる。
　請求項３に係るクリップは、凸部の後部から外側に向けて、引き抜きガイド面を設けた
ので、クリップを取り外す際にシートが傷つけられるのを防止できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１２】
　請求項４に係るクリップの製造方法は、弾性部材からなる板部材の長手方向中央部の側
方に、幅方向側縁から長手方向端縁に向けた切込みを設け、その切込みによって、シート
の挟持部と背面部との連結部を形成したので、その連結部を外側が凸状になるように湾曲
すると共に、前記長手方向端縁に向けての領域を内側が凸状になるように湾曲することで
、シートが挿入される先端部から中央に向かう湾曲状のガイド面を有し、シートが挿入さ
れた際の弾性変形によって凸部の後部において、シートを強固に押圧保持することが可能
なクリップを容易に製造することができる。
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